
■
今
年
5
月
、
テ
レ
ビ
番
組
に
出
演
し
て
い
た
女
子
プ
ロ
レ
ス
ラ
ー
が
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
上
で
の
誹
謗
中
傷
を
理
由
と
し
て
、
自
ら
命
を
絶
つ
と
い
う
痛
ま
し
い
事
件

が
起
き
ま
し
た
。
人
を
傷
つ
け
る
言
動
は
決
し
て
許
さ
れ
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
誹
謗
中
傷
す
る
と
、
法
律
上
は
ど
の
よ
う
な
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
の
で

し
ょ
う
か
。

■
ま
ず
は
、
民
事
上
の
責
任
と
し
て
、
書
き
込
ん
だ
内
容
が
名
誉
毀
損
に
該
当
す
る
場

合
に
は
、
被
害
者
に
対
し
て
、
慰
謝
料
等
の
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
を
負
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。
ま
た
、
こ
れ
と
あ
わ
せ
て
、
投
稿
し
た
も
の
を
削
除
す
る
義
務
を
負
う

よ
う
な
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。
次
に
、
刑
事
上
の
責
任
と
し
て
は
、
名
誉
棄
損
罪
や

侮
辱
罪
が
成
立
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
内
容
や
程
度
に
よ
っ
て
は
、
逮
捕
さ
れ
た

り
、
罰
金
や
懲
役
と
い
っ
た
刑
事
罰
が
科
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
ま
す
。

■
一
方
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
誹
謗
中
傷
は
、
匿
名
で
行
わ
れ
る
こ
と
も
多
く
、

被
害
者
が
加
害
者
を
特
定
す
る
た
め
に
は
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
責
任
制
限
法
と
い
う
法
律

に
基
づ
く
発
信
者
情
報
開
示
の
手
続
を
と
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
手
続
に
は
、

多
く
の
時
間
や
費
用
が
か
か
る
た
め
、
加
害
者
の
特
定
は
被
害
者
に
と
っ
て
大
き
な

ハ
ー
ド
ル
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
も
っ
と
も
、
先
ほ
ど
の
事
件
が
き
っ
か
け
と
な
っ

て
、
発
信
者
の
特
定
を
容
易
に
す
る
な
ど
、
悪
意
あ
る
投
稿
を
抑
止
す
る
た
め
に
制

度
を
改
正
す
る
動
き
が
加
速
し
て
い
ま
す
。
今
後
は
、
誹
謗
中
傷
に
対
し
て
、
よ
り

責
任
追
及
が
し
や
す
く
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

■
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
の
影
響
で
、
自
宅
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用

す
る
機
会
も
増
え
た
今
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
の
付
き
合
い
方
に
つ
い
て
、
い
ま
一

度
考
え
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

■
さ
て
、
当
事
務
所
で
は
、
今
回
紹
介
し
た
誹
謗
中
傷
問
題
を
含
め
、
各
種
法
律
相
談

を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
一
定
の
資
力
要
件
を
満
た
す
方
に
つ
い
て
は
、
3
回
ま
で

無
料
の
法
律
相
談
を
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
少
し
で
も
気
に
な
る
こ
と
が
ご
ざ
い

ま
し
た
ら
、
お
気
軽
に
ぜ
ひ
「
法
テ
ラ
ス
八
雲
法
律
事
務
所
（
☎
0
5
0
│
3
3
8
3

│
8
3
6
6
）
」
ま
で
相
談
予
約
の
お
電
話
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。
ま
た
、「
法
テ
ラ
ス

江
差
法
律
事
務
所
（
☎
0
5
0
│
3
3
8
3
│
5
5
6
3
）
」
で
も
、
ご
相
談
を
承
っ

て
い
ま
す
の
で
あ
わ
せ
て
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

法
テ
ラ
ス
八
雲
通
信
vol.
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イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
誹
謗
中
傷
問
題

八雲警察署からお知らせ

⑴指定された遊泳区域内で、泳ぎましょう。

　遊泳禁止区域では、急な深み等があり多くの危険が潜んでいます。潮が沖に流れていく離岸流もあ

るので注意しましょう。

⑵子どもから目を離さないようにしましょう。

　波の力で倒れたり、沖に流される危険があります。保護者の方は、水辺で遊ぶ子どもから目を離さ

ず、近くにいるようにしましょう。

⑶体調不良時や飲酒後は泳がないようにしましょう。

　体調不良時やお酒を飲んだ後は、呼吸が乱れやすく溺れる危険

　があるので泳がないようにしましょう。

⑷釣りをする時は、必ず救命胴衣を着用しましょう。

　高波時の防波堤や滑りやすい岩場、流れが速い岸辺などには近

　づかず、安全な場所で行いましょう。

⑸水上オートバイは遊泳区域に入らないようにしましょう。

　危険な運転はせず、必ず救命胴衣を装着して安全航行に努めま

　しょう。

【問い合わせ先】函館方面八雲警察署　10137－64－2110

水難事故を防ぐために

法
テ
ラ
ス
八
雲
法
律
事
務
所　
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